
次のいずれかに該当し、かつ「経営行動計画書」
を策定した中小企業者
1.SN4号、SN5号いずれかの認定書を取得した中小
企業者
2.前年同月売上比較5％以上減少かつ、前年同月売
上がコロナ前決算の平均売上比較15％以上減少し
ている中小企業者（SN認定書不要、一般保証枠で
対応、詳細は制度要綱参照）

1億円

１０年以内

５年以内

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。


